
朝霞和光資源循環組合ごみ広域処理施設整備運営事業者選定委員会条例  

令和４年２月４日 

条例第４号 

（設置）  

第１条 朝霞和光資源循環組合（以下「組合」という。）が発注するごみ広域処理施設の整

備及び運営等を行う事業者（以下「事業者」という。）の選定に当たり、競争性及び公正

性を確保し、客観的な審査及び評価を行うため、朝霞和光資源循環組合ごみ広域処理施設

整備運営事業者選定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。  

（所掌事務）  

第２条 委員会は、管理者の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行い、そ

の結果を管理者に答申する。  

(１) 事業者の選定方法に関する事項  

(２) 事業者の選定基準に関する事項  

(３) 事業者からの提案の審査に関する事項  

(４) 前３号に掲げるもののほか、事業者の選定に当たり管理者が必要と認めること。  

２ 事業者の選定方式として地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１

０の２の規定による総合評価一般競争入札方式を行う場合には、同条第４項及び第５項に

規定する学識経験を有する者（次条において「学識経験者」という。）の意見聴取を兼ね

るものとする。 

（組織）  

第３条 委員会は、委員５人以内で組織し、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は

任命する。  

(１) 学識経験者  

(２) その他管理者が必要と認める者  

 （委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから管理者が指名する者をもっ

てこれに充てる。  

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、



その職務を代理する。  

（任期）  

第５条 委員の任期は、管理者が委嘱した日から組合が事業者と契約を締結した日までとす

る。 

２ 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議）  

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。た

だし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、管理者が行う。  

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。  

４ 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席、資料の提

出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。  

５ 会議は、非公開とする。  

６ 委員長は、緊急その他やむを得ない理由により委員会を招集することができない場合に

おいては、書面協議により、会議の開催に代えることができる。 

７ 第６条第３項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第６条第３

項中「出席委員」とあるのは、「委員」と読み替えるものとする。 

（委員の責務）  

第７条 委員は、公平かつ公正に応募者の審査及び評価を行わなければならない。  

２ 委員は、直接であると間接であると問わず、事業者の募集に応募しようとする者及び応

募者並びにその関係者と接触してはならない。  

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。  

（庶務）  

第８条 委員会の庶務は、施設課において処理する。  

（委任）  

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に

諮って定める。  

附 則  



（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行する。  

（この条例の失効）  

２ この条例は、組合が事業者と契約を締結した日限り、その効力を失う。 


